
　ヤングケアラーとは、大人が担うと想定されている家
事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと
です。

相談窓口

・こども家庭センター（☎43‐2000）
・ヤングケアラー支援ワンストップ相談窓口
　（☎090‐1158‐4140）

障がいや病気のある
家族に代わり、買い
物・料理・掃除・洗
濯などの家事をして
いる。

家族に代わり、幼い
きょうだいの世話を
している。

障がいや病気のある
きょうだいの世話や
見守りをしている。

目が離せない家族の
見守りや声かけなど
の気づかいをしてい
る。

日本語が第一言語で
ない家族や障がいの
ある家族のために通
訳をしている。

家計を支えるために
労働をして、障がい
や病気のある家族を
助けている。

アルコール・薬物・
ギャンブル問題を抱
える家族に対応して
いる。

がん・難病・精神疾
患など慢性的な病気
の家族の看病をして
いる。

障がいや病気のある
家族の身の回りの世
話をしている。

障がいや病気のある
家族の入浴やトイレ
の介助をしている。

ヤングケアラーとは、こんな子どもたちです

家族のためにがんばるあなたへ家族のためにがんばるあなたへ

　家族のお世話やお手伝いをしていること
で、勉強や部活に集中できない、友達と遊ぶ
時間がないなどの困りごとはありませんか？
　ひとりで悩まず、学校の先生、スクールカ
ウンセラー、友達、親戚など
信頼できる相手に相談して
みてください。また、相談窓
口まで連絡してください。

１. 貧困をなくそう

３. すべての人に健康と福祉を

４. 質の高い教育をみんなに

知ってください ヤングケアラー

　令和４年度に群馬県が実施したヤングケアラー調査で
は、小学６年生の約17人に1人、中学２年生の約27人
に1人、高校２年生の約34人に１人がヤングケアラーで
した。

ヤングケアラーって何だろう

１学級に１～２人はヤングケアラー

　子どもの身近にいる大人が子どものＳＯＳに気づいて
あげることが必要です。相談者のプライバシーは守られ
ますので、気になることがありましたら、相談窓口まで
ご連絡ください。

あなたの身近にいませんか
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　児童虐待が年々増えています児童虐待が年々増えています

　虐待は犯罪であり、社会全体で解決すべき問題です。
「児童虐待かも…」と思ったら、すぐに「☎１８９」へ
お電話ください。連絡は匿名で行うことができ、連絡者
や連絡内容に関する秘密は守られます。市では、のぼり
旗の設置など、周知啓発活動に取り組んでいます。
問い合わせ＝子育て相談課子育て相談係（☎43
‐2000）、新里支所市民生活課福祉係（☎74‐
2904）、黒保根支所市民生活課市民サービス係（☎96
‐2112）またはお近くの民生委員・児童委員へ。

あなたの電話で、守れる命があります

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、
激しく揺さぶる、やけどを負わ
せる、溺れさせる　など

家に閉じ込める、食事を与えな
い、ひどく不潔にする、自動車
の中に放置する、病院へ連れて
行かない　など

子どもへの性的行為、性的行為
を見せる、ポルノグラフィの被
写体にする　など

言葉による脅し、無視、兄弟姉
妹間での差別扱い、子どもの目
の前で家族に対し暴力をふるう
（面前ＤＶ）　など

「親子で楽しめる本」を紹介します
　図書館では、児童虐待防止推進月間に合わせ、
親子で楽しめる本や子育
てに関する本を集めた特
設コーナーを設置してい
ます。ぜひ、ご利用くだ
さい。
期間＝11月30日（日）まで

３. すべての人に健康と福祉を

５.ジェンダー平等を実現しよう

16. 平和と公正をすべての人に
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特
集 11 月は児童虐待防止推進月間です11月は児童虐待防止推進月間です

※お住まいの地域の児童相談所につながります。※お住まいの地域の児童相談所につながります。
※ 24時間受付※ 24時間受付

☎桐生市の市外局番は02777


